
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■例えばこんな 

悩み事ありませんか？ 

・生活に困っているけど、ど

こに相談していいのか？ 

・障害や疾病等があって自立

に不安があるけど働きたい 

・仕事を探しているけど、な

かなか見つからず生活でき

なくなるのでは… 

・仕事を辞めて家賃を払えな

い。住む所がなくなりそう 

・借金の返済が多くて今の仕

事だけでは苦しい 

 

■対象となる方 

生活保護を受けている方以外で、生活に困っていて最低限度の生活を維持することができなくなる恐れの

ある方です。長く失業している方、ひきこもりで悩んでいる方、働いた経験がなく不安な方など、これまで

制度の狭間で支援を受けられなかった複合的な問題を抱えた方にも対応します。 
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お問い合わせ先：つがる市生活相談支援センター 
〒038-3138 青森県つがる市木造若緑 52 番地 つがる市社会福祉協議会内 

TEL: 0173-42-5678（直） FAX: 0173-42-4686 URL: http://tsugarushi-shakyo.net/ 

相談受付：月曜日～金曜日（祝日を除く） 受付時間：8：30～17：00 
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「
生
活
」
や
「
お
仕
事
」
で
不
安
・
お
困
り
の
方 

みんな（支援員・支援機関・民生委員・地域の人々）でサポート 

お困り事
の確認 

一緒に 
プラン作成 

社会資源
の活用 

自立相談支援事業：個々人の状態にあった支援計画を作成し、必要な

サービス提供につなげます。関係機関への同行訪

問や就労支援を行います。 

住居確保給付金：離職等により経済的に困窮し、住居を失った人、

または失う恐れのある人に対し、安定した就職活

動ができるよう期限付きで家賃相当額(上限あり)

を支給します。※一定の条件があります 

 
つがる市生活相談支援センターでは 
 
つがる市より委託を受けた事業（自立相談支援事業・住居確保給付金）を、官民・

NPO・ハローワーク等の支援機関と連携しながら、生活やお仕事でお困りの方に自立へ

の支援策を、相談支援員・就労支援員が課題を評価分析し支援計画を作成、寄り添い型・

伴走型のサポートを行っていきます。 

お電話・訪問・来所など、ご希望の方法で相談に応じます。 

相談の秘密は厳守します。 相談は無料です。 
 
 


